
内閣府 民間資金等活用事業推進室

平成30年11月15日

下水道事業のPFIの推進

PPP/PFIの推進



【類型Ⅱ】
収益型事業

【類型Ⅰ】
コンセッション事業

運営権者公共施設 料金
収入

事業者

建設・運営

公共施設

外部委託業務A

外部委託業務B

修繕等

直営業務

①サービス購入型ＰＦＩ事業 ②包括的民間委託

ＰＰＰ／ＰＦＩとは

ＰＰＰ（Public Private Partnership）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連
携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資

金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。

【類型Ⅰ】
公共施設等運営権制度を活用した

ＰＦＩ事業（コンセッション事業）

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）

PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、
運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法。

ＰＰＰ/ＰＦＩの概念図 各類型のスキーム図 （※以下は、各類型の一例）

建設・運営
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（包括・複数年）

所有所有
（ＢＴＯ：建設後
ＢＯＴ：運営後）

公共（管理者）

公共（管理者）公共（管理者）

事業者 事業者

関連事業等
からの収入

関連
事業

対価

【類型Ⅲ】
公的不動産の有効活用を図るＰＰＰ事業

（公的不動産利活用事業）

【類型Ⅲ】公的不動産利活用事業

公共
（管理者）

公共施設

事業者
運営 所有

建設費＋
運営費

民間施設

事業者
建設・運営

公有地

公共
（管理者）

所有

地代

＜公有地利活用＞ ＜公共施設利活用＞

【類型Ⅳ】その他のＰＰＰ/ＰＦＩ事業

賃料等

【類型Ⅳ】
その他の

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業
（①サービス購入

型ＰＦＩ事業）

（②包括的民間委託）

運営費

運営権
設定

【類型Ⅱ】
収益施設の併設・活
用など事業収入等で

費用を回収する
ＰＰＰ/ＰＦＩ事業
（収益型事業）
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ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン（平成３０年改定版）概要

毎年度のフォローアップと事業規模や施策の進捗状況の「見える化」、アクションプランの見直しＰＤＣＡサイクル

２１兆円（平成２５～３４年度の１０年間）
コンセッション事業７兆円、収益型事業５兆円（人口２０万人以上の各地方公共団体で実施を目指す） 、

公的不動産利活用事業４兆円（人口２０万人以上の各地方公共団体で２件程度の実施を目指す）、その他事業５兆円

事業規模
目標

○コンセッション事業の具体化のため、重点分野にお
ける目標の設定

○独立採算型だけでなく、混合型事業の積極的な検
討推進

コンセッション事業の推進

○インフラ分野での活用の裾野拡大

○地域・ブロックプラットフォームを通じた具体的な案件
形成、民間企業の参入意欲刺激

・官民対話の普及推進（民間提案の積極的活用等）

・地元企業の事業力強化

・PPP/PFI推進に資するデータの見える化推進

○情報提供等の地方公共団体に対する支援

・改正PFI法で創設のワンストップ窓口制度、助言制
度等の運用による支援強化

・先進的な地方公共団体の取組や組織設計等の分
析・横展開、期間満了案件の検証

○PFI推進機構の資金供給機能や案件形成のための
コンサルティング機能の積極的な活用

地域のPPP/PFI力の強化

○地域の価値や住民満足度の向上、新たな投資やビ
ジネス機会の創出に繋げるための官民連携の推進

・公園や遊休文教施設等の利活用推進

・公共施設等総合管理計画・固定資産台帳の整備・
公表による民間事業者の参画を促す環境整備

・特に市場性の低い地域での優良事例の成功要素
抽出・横展開

公的不動産における官民連携の推進

○公共施設等総合管理計画・個別施設計画の
策定・実行開始時期に当たる今後数年間にお
いて、国及び全ての地方公共団体で優先的
検討規程の策定・運用が進むよう支援を実施

・国及び人口20万人以上の地方公共団体にお
ける的確な運用、優良事例の横展開

・地域の実情や運用状況、先行事例を踏まえ、
人口２０万人未満の地方公共団体への導入
促進を図るよう、分かりやすい情報の横展開

・PPP/PFIの経験の少ない地方公共団体や小
規模の地方公共団体への実施主体の裾野拡
大に向けて、実施主体の負担軽減策として、
柔軟性・実効性のある検討・導入手法の検討

実効性のあるPPP/PFI導入検討の推進

PPP/PFI推進のための施策

改
定
版
概
要

今後多くの公共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公的負担の抑制に資するＰＰＰ／ＰＦＩが有効な事業は
どの地方公共団体等でも十分に起こりうるものであり、良好な公共サービスの実現・新たなビジネス機会の創出も
期待できるため、国及び地方は一体となってＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進を行う必要がある

背
景

空港【６件達成】、水道【６件：～平成３０年度】、下水道【具体的検討６件達成、実施方針目標６件：～平成３１年度】、
道路【１件達成】 、文教施設【３件：～平成３０年度】、公営住宅【６件：～平成３０年度】、
クルーズ船向け旅客ターミナル施設 【３件：～平成３１年度】、ＭＩＣＥ施設 【６件：～平成３１年度】、
公営水力発電【３件：～平成３２年度】、工業用水道【３件：～平成３２年度】

コンセッション
事業等の
重点分野

・ 改正PFI法で創設のワンストップ窓口制度、助言制度等の円滑な運用により、国の支援機能の強化を図る
・ 実施主体の経験や地域の実情に応じた支援・負担軽減策の検討等を通じ、実施主体の裾野拡大を図る
・ 空港をはじめとするコンセッション事業等の重点分野に公営水力発電・工業用水道を追加する

改
定
の

ポ
イ
ン
ト

※橙字は主な改定事項
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関西国際空港
大阪国際空港

平成28年4月から運営事業を実施中。

空 港

仙台空港 平成28年7月から運営事業を実施中。

水 道

奈良市 平成29年度にデューディリジェンスを実施(検討継続中)。

下水道

愛知県道路公社 平成28年10月から運営事業を実施中。

道 路

浜松市 平成30年4月から運営事業を実施中。但馬空港 平成27年1月から運営事業を実施中。

高松空港 平成30年4月から運営事業を実施中。

大阪市 平成27年2月・平成28年2月に実施方針に関する条例改正案
を議会に提出(検討継続中)。

奈良市

三浦市 平成28年12月に事業の調査・審議を行う審議会を設置する条例が公布。

神戸空港 平成30年4月から運営事業を実施中。

静岡空港 平成31年4月の事業開始に向け、平成30年3月に優先交渉権者を選定。

福岡空港 平成31年4月の事業開始に向け、平成30年8月に実施契約を締結。

北海道内７空港

広島空港

浜松市

伊豆の国市

宮城県

須崎市

宇部市 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にマーケットサウンディングを開始。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成32年からの事業開始に向け、平成30年4月に募集要項を公表。

平成32年4月頃の事業開始に向け、平成30年3月に募集要項を公表。熊本空港

平成33年4月頃の事業開始に向け、平成29年10月にマーケットサウン
ディングを開始。

コンセッション事業等の重点分野の進捗状況 平成30年9月1日時点

文教施設

旧奈良監獄 平成31年10月の史料館運営開始に向け、平成29年12月に実施契約を締結。

MICE施設

横浜市

愛知県 平成31年9月の事業開始に向け、平成30年4月に実施契約を締結。

平成32年4月の事業開始に向け、平成29年3月に実施契約を締結。

公営住宅

神戸市(東多聞台) 平成28年12月に事業契約を締結。

東京都（北青山） 平成30年2月に事業契約を締結。

岡山市（北長瀬） 平成29年9月に事業契約を締結。

大阪府（吹田佐竹台・吹田高野台）

埼玉県（大宮植竹）

平成30年3月に事業契約を締結。

平成29年5月に基本協定を締結。

池田市（石橋） 平成29年6月に事業契約を締結。

※収益型事業・公的不動産利活用事業を含む。

平成29年度にデューディリジェンスを実施(検討継続中)。

※文教施設を重点分野に設定する以前である平成27年7月から国立女性教育会館が運営事業を実施中。

村田町 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

村田町 平成29年度にデューディリジェンスを実施。

南紀白浜空港

鳥取空港

平成31年4月の事業開始に向け、平成30年7月に実施契約を締結。

平成30年7月から運営事業を実施中。

平成29年11月にマーケットサウンディングを開始。（仮称）大阪新美術館

京都市（八条） 平成30年1月に事業予定者を決定。

愛知県（東浦） 平成30年3月に事業契約を締結。

平成30年8月に募集要項を公表。

有明アリーナ 平成30年度の事業者の募集・選定に向け、平成29年12月に実施方針を公表。

宮城県 平成30年度にデューディリジェンスを実施。
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ＰＰＰ／ＰＦＩ推進に資する内閣府の支援措置

庁内
調整

事業化
検討

ＰＦ Ｉ 手続

事業
実施

事業
構想

事業立案

事
業
の
段
階

○高度専門家による課題検討支援
コンセッション事業等、事業検討に当

たり法律・会計・税務・金融等の高度な
専門的知見を必要とする事業について、
課題の解決に向けた検討を支援

PPP/PFI手法導入の優先的検討

○地域プラットフォーム形成支援
地域における関係者のノウハウ習

得と案件形成能力の向上を図るため
の取組を行う地域プラットフォーム
の形成・運営を支援

地元

企業

その他

有識者

地方

自治体
地域金融機関

PFI推進機構

平成３０年度 ４件：
新潟県新潟市、埼玉県和光市、
大阪府大東市、和歌山県田辺市

平成３０年度 ２件：
千葉県茂原市、岐阜県高山市

平成３０年度 １件：富山県富山市

平成３０年度 ５件：
鳥取県、徳島県、静岡県静岡市、
東京都多摩地域、大阪府貝塚市等

○ワンストップ窓口

○ＰＰＰ/ＰＦＩ専門家派遣

平成３０年度 ３件：
北海道苫小牧市、愛知県豊明市、
福井県美浜町

○優先的検討運用支援
人口２０万人未満の地方公共団

体の優先的検討規程の策定と対
象事業に関する優先的検討規程
の運用の初期段階を支援

○新規案件形成支援
事業の導入段階で事業の実現性の明

確化や今後の方向性を提示することに
より新たな案件が形成できるよう支援

複数の地方公共団体等で構成される
広域的な取組等を重点支援

○民間提案活用支援
事業検討に当たり民間提案を活

用しようとする取組について支援

 平成３０年度予算額：約１７１百万円の内数

H29年度 約660件

H29年度 39件
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内閣
総理
⼤⾂

(内閣府)

⽀援措置の内容、
規制の確認

回答

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

⺠
間
事
業
者

⺠
間
事
業
者

関
係
⾏
政
機
関
の
⻑

照会

回答

内閣
総理
⼤⾂

特定事業に
関する報告

助⾔・勧告

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

＜ワンストップ窓⼝の制度の創設＞ ＜助⾔機能の強化＞

基本⽅針
勘案

必要に応じて変更

現⾏のPFI法で規定今回の法改正において措置

コンセッション制度 指定管理者制度 コンセッション制度 指定管理者制度

利⽤料⾦の設定 届出 承認 届出 届出

運営権の移転の許可・
指定管理者の指定に係る

議会の議決
条例に特別な定めが
ある場合において不要 必要 条例に特別な定めが

ある場合において不要
条例に特別の定めが
ある場合において
事後報告で可

PFI法による
特例

条例で地⽅公共団体が設定＊国際会議場施設、⾳楽ホールなどの⽂教施設等

⾦融市場 財投特会
（財政融資資⾦勘定）

地⽅公共団体の
⽔道事業・下⽔道事業

調達 貸付

免除

補償⾦

財投債 (国債)
融資 (地⽅債)

繰上償還

コンセッション
事業者

運営権の設定

運営権対価

平成30年ＰＦＩ法改正（平成30年法律第60号） 概要

（１）ワンストップ窓⼝の創設等による国の⽀援機能の強化

（２）公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合＊における地⽅⾃治法の特例の創設

（３）上下⽔道事業にコンセッションを導⼊した場合における繰上償還に係る補償⾦の免除の創設
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